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第１条（スクールの目的） 

本スクールは健康維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深める 

ことを目的としています。   

第２条（運営） 

本スクールの運営は『ロングウッドスポーツ株式会社』愛知県名古屋市守山

区中志段味南原２６７３－１（以下会社という）が行います。  

第３条（諸手続き） 

会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続き

をしなければなりません。会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員

から届出のあった最新の住所あてに行い、会社は通知の未達等以後の責を負

いません。  

第４条（入会金、会費及び利用料） 

入会金は、会社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなり

ません。入会金の有効期間は退会時までとし入会金は理由の如何を問わずこ

れを返還しません。会員は別に定める金額の会費を会社所定の方法で支払う

ものとし、既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しません。理由の有

無にかかわらず、退会月までは、月会費、年会費等の会費を支払わなければ

なりません。 

第５条（入会金、会費及び利用料等の改定）                              

会社は別に定める入会金・会費・利用料等の改定を行うことができます。こ

の場合、入会金については、新たに入会する会員の方から適用します。前項

の改定を行う場合、会社は 1か月前までに会員に告知するものとします。                                                                   

第６条（営業日及び営業時間） 

本スクールの営業日及び営業時間については別に定めます。 

第７条（会員資格の喪失） 

会員は次の場合にその資格を喪失します。 

１．退会、２．死亡、３．除名、４．運営上重大な理由により本スクールを

閉鎖したとき。  

第８条（会員資格の譲渡） 

本スクールの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他包括承継

できません。 

第９条（会員資格の停止および除名） 

会社や会員が次の各項の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期

間停止、または除名し、本スクール利用契約を解除することができます。 

１．会社および本スクールの名誉、信用を傷つけたとき。       

２．本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき。  

３．会費その他に債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき。   

４．入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。  

５．本スクールの運営秩序を乱す行為、他会員の迷惑となる行為をしたと

き。 

６．暴力団関係者、販売（マルチ商法）、宗教等に関わる勧誘活動をする

方。 

７．他の人に不快、恐怖を与える刺青のある方。 

８．その他、会員としてふさわしくない言動があったと、会社が認めたと

き。 

９．会社のやむ得ない事情により、スクール受講の継続が困難であると判断

した場合。   

 

第１０条（入会謝絶） 

会社は、次の理由により入会を断ることがあります。 

１．一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する

方。 

２．医師等に運動を禁じられている方。 

３．妊娠中の方。 

４．伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する

方。 

５．酒気を帯びている方。 

６．会社が不適当と判断した方。 

第１１条（施設の利用制限） 

会社は、競技会、スクール等の諸行事または、本スクールの管理もしくは、

その他会社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限する

ことがあります。 

第１２条（休業） 

会社は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。 

１．気象、災害等により会社が営業を不可能と認めたとき。      

２．施設の点検、補修または改修するとき。 

３．法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむ

得ざる事由が発生したとき。  

４．年末年始、春季・夏季の一定期間の休業、その他会社が休業を必要と認

めるとき。                                              

第１３条（事故が発生した責任） 

本スクールで会員本人または第三者に生じた人身及び物的事故について、会

社は、会社の責に帰す事由によって発生したことが明らかな場合を除いて一

切損害賠償責任を負いません。また会員は会社に対して、損害賠償の請求は

行わないものとします。                                          

第１４条（盗難及び紛失物）       

会員が本スクールの利用に際して生じた盗難及び紛失については、会社は一

切損害賠償の責を負いません。むやみに貴重品を持ち込まず、貴重品は必ず

会員自身で管理して下さい。                

第１５条（会員の損害賠償責任）    

会員は、本スクール内において自己の責に帰すべき事由により、会社または

第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負うものとします。 

第１６条（本規約その他諸規則の改正） 

会社は本規約、細則、利用規定その他本スクールの運営、管理に関する事項

を改定することができます。またその効力はすべての会員に適用されます。 
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